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出願 方式審査 付与前公告 実体審査
登録/
更新

インドネシア商標出願手続き

1. 優先権証明書
提出３か月以内

2. 追完書類提出
委任状、各証明書
指定商品・役務
２か月以内

更新出願
期限前６か月以内
グレース期間６か月

拒絶 商標審判委員会 商事裁判所

審判請求
９０日以内

取消訴訟
３か月以内

異議期間
２か月間

無効取消
登録後5年以内

異議答弁
２か月以内

指示書類提出
２ か月以内
不可避事由に
よる延長可

OA応答
３０日以内

出願から１５日 不使用取消
継続した３年

1. 電子出願
2. 出願必要書類
（願書、料金、
商標見本）.

1. 出願時の区分当り
基本指定数廃止

2. 指定商品/役務の
出願前の確認制度

（2017年2月6日開始）

審査終了は
公告後150日

異議なければ異
議期間経過後、
異議があり応答
がなければその
後、30日

登録証を発行後

１８か月以内に

受領しない場合、

登録取消

審決まで
３か月以内

登録まで
出願から
９か月


